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監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置の公表 

 

 監査の結果に関する報告に基づいて講じた措置について、佐倉市長より通知があったので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表します。 

 

監査結果告示日 令和３年 ３月２４日 

措置結果告示日 令和３年 ５月２４日 

 

佐倉市監査委員 滝 田   理  

佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊  

佐倉市監査委員 石 渡 康 郎  

令和２年度財政援助団体等監査 

監   査   結   果 措   置   の   内   容 

１ 出資団体 

（１）（公財）佐倉国際交流基金に関する事項 

  ア 指摘事項 

  （ア）２０１９年度決算報告等について（広

報課） 

    ２０１９年度決算報告中の収支計算書

（正味財産増減計算書）及び正味財産増減

計算書内訳表（実績）に記載の「当期一般

正味財産増減額」については、「一般正味

財産期末残高」と「一般正味財産期首残高」

の差と一致しなければならないが、一致し

ない記載誤りが認められた。 

    また、２０１９年度（令和元年度）事業

報告についても、事業の開催日数に記載誤

りが認められた。 

    同事業報告及び同決算に係る書類につ

いては、同理事会及び同評議員会のオブザ

ーバーとして市の職員も閲覧していたが、

本記載誤りを見落としていた。 

    今後は、相当の注意を払い同書類の点検

をされ、業務の執行状況を詳細に確認され

たい。 

 

  イ 意見 

  （ア）基本財産の処分について（広報課） 

１ 出資団体 

（１）（公財）佐倉国際交流基金に関する事項 

  ア 指摘事項 

  （ア）２０１９年度決算報告等について（広

報課） 

    今後は、詳細まで、より慎重に注意を

払って点検できるよう、チェック体制を

見直し、業務の執行状況を正確に確認い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 意見 

  （ア）基本財産の処分について（広報課） 
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監   査   結   果 措   置   の   内   容 

    低金利の長期化は、（公財）佐倉国際交

流基金運営の重要な課題となっている。 

    同基金の定款には、事業の遂行上、やむ

を得ない理由がある場合には、理事会及び

評議員会において議決に加わることので

きる理事及び評議員の３分の２以上の議

決により、基本財産の全部若しくは一部を

処分又は担保に提供することができる旨

の規定がある。 

    同基金の基本財産 295,442,143 円のう

ち、96.50%の 285,090,000円（令和元年度

決算）については、佐倉市が出資をしてい

る。 

    中・長期的にも、基本財産を処分又は担

保に提供することなく、持続可能な事業遂

行が確保されるよう、同基金に対する関与

の在り方について、検討されたい。 

 

２ 補助金交付団体 

（１）（公社）佐倉市シルバー人材センターに関

する事項 

  ア 指摘事項 

  （ア）補助対象経費の記載について（（公社）

佐倉市シルバー人材センター） 

    佐倉市シルバー人材センター補助金交

付要綱に基づき市が同人材センターに対

し交付する補助金については、同人材セン

ター事業のうち国庫補助事業の区分によ

る「就業機会確保事業」及び「高齢者活用・

現役世代雇用サポート」の２事業を補助対

象経費としている。 

    令和２年度同人材センター補助金交付

申請書の経費所要総額欄について、上記２

事業の合計額を記載すべきところ、「就業

機会確保事業」に係る経費のみが記載され

ており、「高齢者活用・現役世代雇用サポ

ート」に係る経費が含まれていなかった。 

    （公財）佐倉国際交流基金の自主性・

自立性を尊重するとともに、持続可能な

業務遂行が確保されるよう、同基金に対

する関与の在り方について検討してま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助金交付団体 

（１）（公社）佐倉市シルバー人材センターに

関する事項 

  ア 指摘事項 

  （ア）補助対象経費の記載について（（公

社）佐倉市シルバー人材センター） 

    ご指摘のありました「高齢者活用・現

役世代雇用サポート」事業の経費の未記

載と補助対象経費の一部記載漏れにつ

いて、佐倉市シルバー人材センター補助

金交付要綱に基づき対象経費の確認を

徹底し、再発防止に努めてまいります。 
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監   査   結   果 措   置   の   内   容 

    また、同補助金交付申請書に添付された

令和２年度経費予算表(補助対象分)の経

費についても、一部記載漏れが認められ

た。 

    補助金交付申請書については、市が、補

助金の交付が適正かどうかを決定するた

めのものであることから、補助対象経費の

算定を適切に行い、正確に記載されたい。 

      

２ 公の施設の指定管理者 

（１）千葉県まちづくり公社グループに関する事

項 

  ア 指摘事項 

  （ア）利用料金の設定について（千葉県まち

づくり公社グループ） 

    利用料金の額については、協定書及び各

業務基準書により、あらかじめ市の承認を

得て、定めるものとされている。 

    利用料金の額について、年次計画書に記

載し、同計画書の承認を得ることで、利用

料金についても、承認を得たものとみな

し、額を設定していた。 

    今後は、協定書及び各業務基準書の規定

を厳格に遵守し、適切な事務手続きを経

て、利用料金の額を設定されたい。 

 

  （イ）年次計画書及び事業報告書の記載につ

いて（千葉県まちづくり公社グループ） 

    協定書及び各業務基準書に基づき市に

提出された平成３１年度及び令和２年度

の年次計画書の別添資料１ 利用料金収入

内訳及び利用人数目標について、区分及び

料金単価の一部に記載誤りが認められた。 

    また、市に提出された令和元年度事業報

告書中の独自事業報告においても、一部に

記載誤りが認められた。 

    年次計画書及び事業報告書については、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 公の施設の指定管理者 

（１）千葉県まちづくり公社グループに関する

事項 

  ア 指摘事項 

  （ア）利用料金の設定について（千葉県ま

ちづくり公社グループ） 

    協定書及び業務基準書の規定を遵守

し、佐倉市担当課と連絡を密にし、適切

な事務手続きを経て、利用料金の額を設

定してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）年次計画書及び事業報告書の記載に

ついて（千葉県まちづくり公社グループ） 

    報告書関係の提出について、記載誤り

が生じないよう十分な確認を行い、正確

な報告書の作成を行ってまいります。 
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監   査   結   果 措   置   の   内   容 

施設の適正かつ円滑な管理運営を確保す

るためのものであることから、今後は、正

確な作成に努められたい。 

 

  （ウ）事業報告について（千葉県まちづくり

公社グループ、公園緑地課・児童青少年

課・生涯スポーツ課） 

    協定書及び各業務基準書では、指定管理

者は、事業報告書、四半期業務報告書及び

月次報告書を市に提出し、市は、指定管理

者から各報告書が提出されたときは、速や

かに審査するものと規定されている。 

    事業報告書については、独自事業の事業

ごとの収支が、四半期報告書については、

収支状況が、月次報告書については、独自

事業の報告が、それぞれ提出されておら

ず、市は、当該提出されていない各部分に

ついて、審査していなかった。 

    また、年次計画書に記載することによ

り、市の承認を得た物品販売・貸出の１独

自事業について、事業報告がされておら

ず、市は審査していなかった。 

    今後は、協定書及び各業務基準書を遵守

し、チェック体制を強化の上、適切な事務

手続きを確保されたい。 

 

  （エ）年次業務計画書による承認について（公

園緑地課・児童青少年課・生涯スポーツ課） 

    協定書及び各業務基準書では、指定管理

者が、管理業務の一部を委託しようとする

ときは、当該業務内容及び委託又は請負の

期間等について、又独自事業を実施しよう

とするときは、当該独自事業の実施内容及

び参加料の額等について、市の承認を得な

ければならない、と規定されている。 

    しかし、管理業務の一部の委託について

は、委託又は請負の期間が、独自事業の実

 

 

 

 

  （ウ）事業報告について 

（千葉県まちづくり公社グループ） 

協定書及び業務基準書の規定を遵守

し、報告が必要な事項について、審査に

支障をきたさないよう適切に報告を行

ってまいります。 

 

   （公園緑地課・こども政策課（旧 児童

青少年課）・生涯スポーツ課） 

    事業報告につきましては、協定書及び

各業務基準書を遵守し、適正に提出を受

け、報告すべき事項に不足が無いか複数

名による確認を行うなど、業務内容の審

査を適切に執行してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （エ）年次業務計画書による承認について

（公園緑地課・こども政策課（旧 児童

青少年課）・生涯スポーツ課） 

    年次計画書の承認につきましては、協

定書及び業務基準書を遵守し、適正に提

出を受け、承認すべき事項に不足が無い

か複数名による確認を行うなど、業務内

容の審査を適切に執行してまいります。 
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監   査   結   果 措   置   の   内   容 

施については、参加料の額が記載されてい

ない年次計画書により、承認されていた。 

    今後は、協定書及び各業務基準書を遵守

し、チェック体制を強化の上、適切な事務

手続きを確保されたい。 

 

  イ 意見 

  （ア）利用料金の区分について（公園緑地課） 

    佐倉市都市公園条例によると、有料施設

設置公園内の有料施設の使用者は、指定管

理者に対し、利用料金を支払わなければな

らない、と規定されている。 

    同有料施設の利用料金については、一部

を除き２時間、半日及び１日と区分されて

いる。 

    同区分のうち、半日及び１日の利用時間

について、半日は４時間、１日は８時間と

して運用されている。 

    同有料施設については、開館（所）時間

が８時間のもののほか、８時間を超えるも

のもある。 

    開館（所）時間が異なる有料施設が混在

する場合において、利用料金を単一的に半

日及び１日と区分すると、当該区分におけ

る利用時間について、様々な解釈の余地が

生ずる。 

    同有料施設における利用料金の区分の

在り方について、検討されたい。 

 

  （イ）スポーツ資料館について（生涯スポー

ツ課） 

    スポーツ資料館については、佐倉市ゆか

りのアスリートをはじめ、佐倉市を訪れた

アスリートのサインや記念品などが展示

されており、年間186件、3,409人の利用

（令和元年度実績）があるが、利用形態に

ついては、団体の定期利用によるストレッ

 

 

 

 

 

 

  イ 意見 

  （ア）利用料金の区分について（公園緑地

課） 

    利用料金の区分について、料金設定の

単位のあり方について整理し、時間単位

などの利用者にとってわかりやすい料

金設定となるよう検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）スポーツ資料館について（生涯スポ

ーツ課） 

    著名なスポーツ選手を輩出している

佐倉市にふさわしい施設となるよう館

内レイアウトの見直しなどについて指

定管理者と検討してまいります。 
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監   査   結   果 措   置   の   内   容 

チやミーティング、太極拳、ヨガ教室とい

った健康増進に多く利用されている。 

    同資料館のある岩名運動公園は、長嶋茂

雄記念岩名球場及び小出義雄記念陸上競

技場を擁している。 

    佐倉市出身の著名人を拝した施設があ

る岩名運動公園に相応した同資料館の在

り方について、検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


